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東京都立海上公園 指定管理者共通仕様書 

第１ 目的 

本共通仕様書は、東京都立海上公園の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法

を定めることを目的とする。 

 

第２ 公園概要 

１ 所在地・面積等 

各公園の特記仕様書を参照すること。 

２ 主要公園施設 

公園管理事務所、園地、休憩所、運動施設、遊戯施設、便所等、各公園の施設

の詳細については、各公園の特記仕様書及び別紙を参照すること。 

 

第３ 管理運営について 

（１） 基本理念と目標及び取組方針 

ア 海上公園の基本理念と目標及び各公園の目標や取組方針等を十分理解し、 

指定管理者のノウハウを発揮しながら、その特性を踏まえた管理運営を行う 

ことで、適切な管理水準を確保すること。 

海上公園の目標像や基本的な考え方、実現のための方策については、「賑わ 

いと自然あふれる海辺を目指して―海上公園ビジョン―」を参照すること。 

イ 各公園において都民との協働や地域との連携を積極的に推進し、公園の運 

営や維持管理、環境教育や環境保全等に寄与する活動を推進する。 

（２）管理運営方針 

ア 利用者の多様なニーズに応えるため、常に利用者の要望等を聴取し管理運

営に反映させるとともに、管理事務所を利用者への利用案内や情報発信のサ

ービス拠点として運営する。 

イ 常に公園利用の促進に努めるとともに、管理運営に当たっては、特に地元

自治体・団体等との連携を図る。 

（３）維持管理方針 

維持管理業務については、以下の点に配慮するとともに、各公園の特性等を 

踏まえ、適切な維持管理を行う。 

ア 植栽地管理（植込地、芝生、樹木、草地等の管理）については、各植物の

特性に配慮した上で、適正に持続・育成するよう必要な管理を行う。 

イ 施設や設備の維持管理業務については、各種施設の位置、機能、特性を充

分に把握した上で、すべての施設を清潔かつ、その機能を正常に保持し、来

園者の快適かつ安全な利用を図るよう適正な維持管理を行い、必要に応じて
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保守点検を行う。 

 

第４ 法令等の遵守 

指定管理者は、公園を管理運営し以下の業務を行うに当たっては、次の各号に掲

げる法令等のほか、管理運営業務に関連する各法令等（当該法令等に係る施行令、

規則及び通達を含む。）の規定に基づかなければならない。 

また、清掃、警備といった個々の具体的業務を委託する第三者に対しても、各法

令等（当該法令等に係る施行令、規則及び通達を含む。）の規定に基づくよう監督し

なければならない。 

(1) 地方自治法、同施行令 

(2) 労働基準法、労働契約法 

(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

(4) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

(5) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 

(6) 障害者を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

(7) 障害者の雇用の促進等に関する法律 

(8) 東京都海上公園条例（以下「条例」という。）、同施行規則（以下「規則」という。） 

(9) 東京都会計事務規則 

(10) 東京都行政手続条例 

(11)東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例 

(12) 東京都福祉のまちづくり条例 

(13) 東京都安全・安心まちづくり条例 

(14) 東京都暴力団排除条例、東京都指定管理者に係る暴力団等対策措置要綱 

(15) 東京都屋外広告物条例 

(16) 施設維持、設備保守点検に関する法規 

ア 建築基準法 

イ 電気事業法 

ウ 水道法 

エ 消防法 

オ 浄化槽法 

カ 労働安全衛生法 

キ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

ク 大気物汚染防止法 

以上のほか、施設維持管理に関する関連法規 

(17) 工事に関する法規、規定 

ア 建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律 
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イ 建設業法 

以上のほか、工事に関する関連法規 

(18) 災害対策基本法 

(19) 東京都震災対策条例、同施行規則 

(20) 東京都情報公開条例、同施行規則 

(21) 個人情報の保護に関する法律 

(22) 東京都公文書等の管理に関する条例 

(23) 東京デジタルファースト条例 

(24) 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例 

(25) 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例 

(26) 東京都環境基本条例 

(27) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

(28) 東京都公有財産規則 

(29) 東京都物品管理規則 

(30) 東京都地域防災計画、首都直下地震等対処要領、、関係区市地域防災計画 

(31) 管理運営の指針とすべき基準・手引き等 

・東京都海上公園条例上の処分に係る基準について 

・写真撮影等のための占用許可の取扱い 

・東京都海上公園条例で規定する使用料、占用料及び利用料の減免に関する取扱

基準 

・海上公園におけるマラソン・ランニングに係る行事等を行うための占用等の特

例について 

・指定管理者による広告掲出に係る取扱いについて 

・広告付きＡＥＤ（自動体外式助細動器）の設置に係る取扱いについて 

・海上公園におけるバーベキューの取扱いについて 

・自主事業におけるバーベキューの取扱いについて 

・海上公園内での臨時売店の設置に係る許可受者の取扱いについて 

・海上公園における「ドッグラン」管理運営要綱 

・海上公園ボランティア団体受入れに関する要綱 

・開園時間外におけるボランティア活動の取扱いについて 

・海上公園における受動喫煙防止対策の取り組み 

・海上公園の開放型駐車場の管理適正化に係る設置物の取扱方針 

・鳥インフルエンザ対応マニュアル 

・東京における自然の保護と回復に関する条例、開発許可の手引き（都環境局） 

・「環境省レッドデーターブック」ほか希少動植物に関する基準 

・「猛禽類保護の進め方」（環境省自然環境局野生生物課編） 
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・「公園施設の安全点検に関する指針（案）」（国土交通省） 

・「遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2014」（一般社団法人日本公園施設業協会） 

・「デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き 地方公共

団体向け（国立感染症研究所） 

・東京都指定管理者制度に関する指針 

 ・道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場に関する防犯上の指針 

 ・通学路等における児童等の安全確保に関する指針 

以上のほか、都の指示する基準等 

(32) 公園維持管理の指針とすべき関係仕様書類 

ア 維持保全業務標準仕様書 

イ 建設リサイクルガイドライン 

なお、施設の維持補修に当たり、利用者の安全な利用及び都有財産の適切な管理

を行う上で配慮が必要な施設については、以下の仕様等に基づき施工すること。 

ウ 東京都土木工事標準仕様書 

エ 東京都建築工事標準仕様書 

オ 東京都電気設備工事標準仕様書 

カ 東京都機械設備工事標準仕様書 

キ 東京都電気通信設備工事標準仕様書 

ク 土木材料仕様書 

ケ 土木工事施行管理基準 

コ 工事記録写真撮影基準 

このほか、福祉のまちづくりの観点から誰もが安心して快適に利用できるよう、

関連施設の補修等に当たっては「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」

に従い施工すること。 

 

第５ 業務内容 

（１） 管理の対象範囲 

開園区域 

対象公園の開園区域及び開園区域内に位置する条例第 2条第 5号で規定された

各種施設（以下「海上公園施設」という。ただし条例第 10条及び第 19条の許可

による施設及び物件を除く）。 

なお、公園整備事業等により開園区域が増減する場合、その管理費用は毎年度

の協定締結の際に都と協議する。 

（２） 管理運営業務 

ア 運営体制の確保 

（ア）以下に掲げる業務に支障のないように管理組織及び管理要員を配置し、運営
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に当たること。 

（イ）（ア）のための組織体制を維持し、職員の育成及び運営に必要な研修を実施

すること。 

（ウ）有料公園及び有料施設がある場合、休園日又は休場日、開園時間若しくは使

用時間又は入場時間は、条例規則に従うこと。 

（エ）災害などへの緊急対応や、管理上必要が生じた夜間対応などは都の指示に従

わなければならない。 

イ 管理事務所等の運営について 

（ア）管理事務所には、責任者を１名配置し、不在の場合には必ず代理を置くこと。 

（イ）管理事務所の開所時間は、特記仕様書に定めがあるものを除き、原則として

午前 8時 30分から午後 5時 30分までとする。窓口及び事務室は常に利用者に

開かれたものとし、利用者対応等の業務がある場合は必要に応じて随時延長す

るものとする。 

（ウ）一般開放公園の場合、常に公園利用が可能なため、夜間などの閉所時間にお

いても適切に公園管理を行えるように取り組まなければならない。 

（エ）年末年始など管理事務所を閉所する場合は、警備委託など十分な管理体制を

確保した上で、あらかじめ都の承認を得ること。 

（オ）管理事務所のない公園については、詰所等の活用や当該公園外での管理拠点

確保等により十分な管理体制を確保すること。 

ウ 運営管理業務 

（ア）園内施設の適正な管理 

・公園利用者が安全、快適に公園を利用できるよう適正な管理を行うこと。 

・園内巡回を行い、園内の状況を把握するとともに、他の公園利用者や近隣住民

等の迷惑、危険となる行為をしている者がいる場合には、適正かつ安全な利用

を行うよう指導すること。 

・不法占拠などの不適正な利用を現認した場合は、撤去・退去を指導するととも

に、必要に応じて、東京港管理事務所へ連絡し、対応を協議すること。 

・公園施設の運営管理上、利用者間の調整が必要な場合は、適切に調整すること。 

（イ）公園利用者への案内及び要望・苦情への対応等 

・公園へのアクセスや施設の利用方法など、公園利用にかかる基本的情報やイベ

ント情報等をパンフレットやホームページ、ソーシャルネットワーキングサー

ビス（以下「ＳＮＳ」という。）等により提供し、公園利用者を適切に案内する

こと。 

・公園利用者に対して、次の事項について指導等を行うこと。 

①禁止事項の説明 

②事故防止の注意 
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③施設の使用方法の説明 

④公園での学習等の指導、アドバイス 

・公園利用者間の調整を行い、トラブル等を防止すること。 

・けが人等が発生した場合は、応急手当等を速やかに行い、必要に応じ救急車の

手配を行うこと。 

・公園利用者、都民等からの問合せや要望、苦情等に対しては適切かつ迅速に、

誠意を持って対応すること。（マイシティレポートを含む） 

・苦情等は日常的に発生することが想定されるため、対応のルールや都への報告

について創意工夫を行うこと。また利用者からの苦情を着実に把握し、業務改

善へ反映するよう努めること。 

・利用者への接遇状況を管理日誌等により記録し、都から提示を求められたとき

は、それに応じること。 

（ウ）利用促進 

・公園の魅力向上につながる取組や、広報活動を積極的に行い、利用促進を図る

こと。 

（エ）都民やボランティア等との協働事業の推進（維持管理業務を含む） 

・都民やボランティア等との連携・協働による、公園管理の推進に努めること。 

・現在、活動を行っているボランティア等とは、引き続き連携・協働を進めるこ

と。 

・公園におけるボランティア活動については、ボランティアとの良好な連携・協

働体制を構築し、適正かつ円滑な活動の推進を図るため、「海上公園ボランテ

ィア団体受入れに関する要綱」及び「開園時間外におけるボランティア活動の

取扱いについて」に基づき、調整・指導等を行うこと。 

（オ）地域コミュニティとの連携 

・エリアマネジメント団体、地元企業、地権者、教育・研究機関、ＮＰＯ法人、

周辺自治会等の多様な地域コミュニティとの連携により、公園の魅力向上のみ

ならず、地域価値の向上にも努めること。 

（カ）指定管理料（委託料）を用いない事業（以下「自主事業」という。）の実施 

・指定管理者は、公園の魅力向上や新たな利用者サービスの提供を図るための自

主事業の実施に努めること。 

・指定管理者は、自主事業を通じて収益を上げることができることとし、生じた

利益は、他の自主事業等、公園の魅力向上、利用者サービスの向上及び利用促

進のために活用し、公園に還元させること。 

・指定管理者は、自主事業の実施に当たっては、財源として指定管理料を充てて

はならない。また、あらかじめ都と協議し、必要な許可を得ること。 

【事業の具体例】 
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・自動販売機、臨時売店の設置・運営 

・有料イベント（イベント開催に当たっての協賛者募集を含む） 

・スポーツ用具、簡易テント等のレンタル事業 

・花壇、植栽管理及び清掃等維持管理のグレードアップ 

・上記事業の実施に当たってのクラウドファンディング等協賛者募集 

・開放型駐車場の管理適正化のための管理機器設置・運営 

（キ）有料公園及び有料施設、有料施設への広告掲出がある場合の承認・取消 

・条例第 30条の 2第 2項に基づき、有料公園、有料施設及び有料用具を利用し

ようとする者の申請を受けて利用を承認、又はその利用承認を取り消すこと。 

・同項に基づき、規則第 13 条の 2 に定める有料施設内の広告の掲出を承認、又

はその広告掲出承認を取り消すこと。 

（ク）有料公園及び有料施設がある場合の利用者への案内・受付・予約管理業務 

・有料公園の入園者を適切に案内し、入場の受付を行うこと。 

・有料施設の利用者を適切に案内し、利用の受付及び予約の管理を行うこと。 

（ケ）写真撮影等軽微な占用の案内・受付・許可書の交付等 

・写真撮影等の軽微な占用について、申請者と十分に連絡調整を行い、占用許可

申請の案内、受付、許可書の交付をすること。 

・都が付した許可条件を許可受者が遵守しているか等を確認し、必要に応じて指

導を行うこと。 

・受付及び徴収状況について、都に報告すること。 

（コ）催し等に係る対応について 

・都において占用許可した催し等について、許可受者と、開催に当たり事前に必

要な調整、指導等を行うこと。 

・都が付した許可条件を許可受者が遵守しているか等を確認し、必要に応じて指

導を行うこと。 

（サ）有料公園・有料施設がある場合の利用料金及び占用料の徴収及び都への納付 

・本共通仕様書 8「有料施設等の管理運営」に基づき、適切に対応すること。 

（シ）ドッグランの管理運営 

・ドッグランを設置している公園について、以下の事項を実施すること。 

①ドッグランの利用者に対して、利用登録申請及び更新申請の案内・受付、登

録証の発行をすること。登録に当たっては利用規約を説明して、了解を得る

こと。 

②他のドッグラン利用者等の迷惑、危険となる行為をしている者及び利用規約

を遵守していない者がいた場合には、適正かつ安全な利用を行うよう指導す

ること。 

③ドッグラン利用者のマナーアップの取組の実施及びボランティアへの指導
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をすること。 

（セ）事故等緊急時の対応 

① 事件、事故等 

・事件、事故等が発生した場合には、被害者の救済、保護、関係機関への通報

（救急車の要請含む）、都への報告、立入禁止区域の設定、応急的修繕等、必

要な措置を講ずるとともに、状況の調査・報告等を適宜行い、都及び関係機

関との連携を図ること。 

・初期対応から事件解決まで、組織的に、かつ誠意とスピードをもって対応す

ること。 

・現場の状況その他事件・事故に関する情報を記録し、原因の究明と再発防止

に努めること。 

②災害発生時 

・災害対策マニュアル（あらかじめ都と協議の上定める。）に基づき、災害対策

活動を円滑に行うこと。 

・利用者に対する避難誘導、暫定的な安全対策を速やかに行うこと。 

・都等の関係機関との調整を密に行うこと。 

（ソ）都への連絡調整及び業務報告 

・円滑な運営管理のため、都と十分に連絡調整を行い、必要に応じて報告書を作

成し、遅滞なく報告を行うこと。 

（タ）その他団体との連絡調整 

・警察署、消防署、区市町村、その他団体と、日頃から連絡調整を十分に行い、

連携を図ること。 

（チ）取材・視察等への対応 

・テレビ局・新聞社等から取材等がある場合は積極的に対応すること。 

・行政関係等からの視察がある場合についても協力すること。 

・上記いずれの場合も、事前に都に報告し、指示を受けること。 

（ツ）規制業務 

・海上公園の効用を確保し、一般の公園利用を妨げる行為を排除するため、条例

に基づき規制を行う必要がある場合、現場での予防措置を行うほか、都の行う

許可事項に関わって補助的な業務を行うこと。 

①利用（使用）上の規制 

【禁止される行為（下記、許可を要する行為を除く）】 

・条例第 17 条に列挙する行為 

・ごみの投棄、車両等の放置 

・火気の使用（バーベキュー利用を除く） 

・公園内を物品その他の物で占用すること 



9 

 

・犬の放し飼い 

・その他海上公園の管理運営に支障を及ぼす行為 

【許可を要する行為】 

・遊泳 

・植物等の採取 

・広告宣伝等 

・イベント等催事 

・物品販売、業としての写真撮影その他の営業行為 

【立入の承認を要する行為】 

・占用を伴わないで、公園利用目的以外の立ち入りを行う行為 

    ②不法占拠者等への対応 

不法占拠等の不適正な公園利用を認識したときは、撤去・退去を指導する

とともに、必要に応じて、都に対応を協議すること。 

    ③監督処分の補助 

知事が条例第 29 条に基づき行う監督処分について、補助的業務を行うこ

と。 

※上記に記載のない事項についても、別に定める特記仕様書や別途の指示等

に基づき、適切な運営管理業務を行うこと。 

エ 維持管理業務 

（ア）実施業務 

維持管理業務の対象となる業務は、５(1) に示す各公園施設の維持管理（保

守点検、補修修繕を含む）とする。具体的な管理作業等については、別紙「平

面図」、「公園別施設一覧」を参照すること。 

（イ）実施方法 

ａ 維持管理業務に当たっては、別添１「維持管理業務の手引き」の各項によ

るとともに、４(29)に示す関係仕様書類を指針とすること。 

ｂ 設備等の保守点検業務や植物等の維持管理業務を専門業者等へ委託する

場合には、作業内容を掌握するとともに作業の完了確認を的確に行うこと。 

ｃ 維持管理に伴って施設数量の増減等が生じた場合には、随時、都へ報告す

ること。 

ｄ 施設の新設や撤去、大幅な改変を伴う維持管理業務を行う場合には、事前

に都と協議を行うこと。 

ｅ 指定管理者は、自ら行う監督・検査などの業務管理体制を整え、清掃・植

栽・建物・設備等の品質を確保すること。 

（ウ）安全管理 

ａ 園地及び施設の危険箇所について、常に把握・改善を行い、事故の発生防
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止に努めること。 

ｂ 作業に従事する職員・作業員の安全確保はもとより、公園利用者の安全確

保にも十分留意すること。 

ｃ 台風や大雨、大雪、地震等の場合には、園地及び施設の状況を迅速に把握

し、被害の防止に努めること。被害が発生した場合は、速やかに都に報告す

るとともに応急措置を行うこと。また、あらかじめ、緊急時に対応できる管

理体制を確立すること。 

（エ）施設補修・修繕 

施設及び設備は正常に保持し、適正な利用に供するよう日常的な保守点検を

行うとともに、部品交換や施設の補修修繕を行うこと。 

指定管理者の行う業務の範囲は以下のとおり。 

ａ 室内電球、公園灯や運動施設の照明灯等の日常的な管理で必要となる消耗

品や部品の交換や、利用者が快適に過ごすことができるよう実施するベンチ

の座板の取替え等。 

ｂ １基（件）当たり 30 万円未満の施設補修修繕（破損又は故障した施設や

設備、物品を現状に復旧する行為）。 

ｃ 都との協議のもと緊急対応等経費で執行される工事（台風等災害時の応急

措置等で緊急に対応を要する行為、及び都との協議により行う補修修繕等）。 

ｄ その他、都との協議により、利用者の安全性や利便性を確保するために必

要な施設修繕等 

 

（３） 年間作業実施計画書の提出 

ア 業務実施に先立ち、選定時の事業計画書に基づいて年間作業実施計画書を作成

し、都の承認を得ること。 

イ 各月ごとに履行することとされている業務を実施したときは、月ごとに作業実

施報告書を作成し、各月終了後、遅滞なく都の承認を受けること。 

実施報告書では、具体的な作業実施内容、数量等を取りまとめ、作業確認簿や

記録写真を整理し、成果を確認できるようにすること。なお、写真撮影の頻度（最

低月１回）、方法等は都担当者と協議すること。 

都が履行内容を確認し、必要に応じて行う改善のための指導・監督、業務の再

履行命令を受けた場合、当該命令等を受けた者は、指定管理者として迅速かつ誠

実に対応すること。 

また、下記の資料を備えておくこと（作業実施報告書や各種記録の詳細は都と

協議すること）。 

・作業実施等の記録 

・作業記録写真 
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・保守点検の記録 

・作業日誌 

・安全衛生点検の記録 

・修繕等の記録 

・指定管理者における検査担当者が作業の完了を確認した記録 

・その他、都が指示する資料 

これらの記録類及び作業記録写真は指定期間中保存し、都から請求のあった際

は、速やかに提示できるようにすること（指定期間終了時には都へ引き継ぐこと）。 

ウ 計画に変更がある時はその内容を変更届により提出し、あらかじめ承諾を得る

こと。 

 

（４）利用者に対する満足度調査（アンケート）の実施 

利用者の満足度や公園に対する意見・要望等を把握し、公園利用者のサービス

の向上及び公園の利用促進を図るため、利用者に対するアンケートを実施するも

のとする。 

より多様な意見等を把握するため、ＳＮＳの活用など満足度調査手法の充実を

検討すること。また、指定管理者は、この調査による結果を真摯に受け止め、公園

の管理運営等に反映するよう努めること。 

更に、公園の課題や公園利用者の要望をより精緻に汲み取るため、年度ごとの

利用者満足度調査の結果を経年で比較し分析すること。 

なお、利用者に対する満足度調査の結果は、指定管理者の管理運営状況評価の

資料として用いることがある。 

 

（５）利用者人数調査 

公園の利用状況を把握するため、定期的に人数を計測し、利用者人数を算出し

把握すること。なお、人数の計測方法については都の指示に従うこと。 

 

第６ 公有財産管理上の要請 

指定管理者は、東京都公有財産規則や都の要請に基づき、次の点に留意して公園 

管理を行うこと。 

（１）指定管理者が行う維持補修工事及び都との協議のもと緊急対応経費等で執行さ 

れる工事により工作物等を増設、新設又は撤去する場合、財産登録する必要があ 

るので、施工後、都に報告すること。 

（２）閉鎖管理している未開園地は、指定管理者の管理対象ではないが、都から依頼 

がある場合には、現場確認、報告や簡易な応急措置などについて協力をすること。 
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第７ 物品の使用等 

(１）物品の使用及び購入 

ア 管理業務に必要な都の所有物品を指定管理者に使用させるものとする。 

イ 管理業務の実施に必要な物品は、原則として指定管理者が指定管理料により購 

入する。 

（２）物品の管理 

指定管理者は、使用する都の所有物品について、善良な管理者の注意をもって管

理にあたるよう、次に掲げる事務を行うものとする。 

ア 都所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

都が別途提示する別紙「所有物品一覧」に基づき、都の所有物品の数量、使用 

場所、使用状況等を把握すること。 

イ 物品取扱責任者の設置 

都の所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ 報告義務 

（ア）都の所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められるもの 

が生じたときは、都に報告し、その指示があるまで当該物品を適正に保管する 

こと。 

（イ）都の所有物品について、亡失又は損傷があったときは、直ちに都に報告する 

こと。 

（ウ）都から、物品の現在高確認等の依頼があったときは、書面をもって速やかに 

都に報告すること。 

エ 指定期間終了時の引渡し 

指定管理者に使用させた都の物品については、指定期間終了の日に、物品現 

在高調書により都に報告し、返還しなければならない。 

（３）物品の帰属等 

指定管理者が指定管理料により購入した物品は都に帰属する。指定期間終了の

日に残存するものについては、当該日に物品現在高調書により都に報告し、引き

渡すものとする。 

（４）その他 

都の所有物品について、次のようなことを行ってはならない。 

ア 他の用途に使用すること。 

イ 加工、改良を加えること。 

ウ 第三者に貸与又は譲渡すること。ただし、都が事前に協議を受け、承認したも 

のを除く。 

 

第８ 有料施設等の管理運営 
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（１）利用料金 

ア 利用料金等の帰属 

有料公園、有料施設及び有料用具の利用料金（条例第 14条の 2）は、利用日の

属する年度の収入とし、指定管理者の収入とする。したがって、指定管理開始日

から令和 13年 3月 31日までの利用日に属する収入を今回選定される指定管理者

の収入とし、利用日が次年度以降の利用料金と区別して、適正な処理を行うもの

とする。 

イ 利用料金の額 

利用料金の額は、条例第 14 条の 2 に定める金額を上限とし、あらかじめ都の

承認を得て指定管理者が定めることができる。ただし、原則として令和７年７月

時点における現行料金を上限とし、現行料金より値上げする場合は都と事前に協

議すること。 

なお、適用する利用料金の額は、利用時ではなく利用承認時の額とする。 

ウ 利用料金の減免 

指定管理者は、都と協議の上、条例第 27 条第 2 項の規定に基づき、利用料金

を減免することができる。この際、都は利用料金の減免分を補てんしない。 

なお、「東京都海上公園条例で規定する使用料、占用料及び利用料の減免に関

する取扱基準」を参考に、利用料金の減免に関する取扱基準を定めること。 

エ 利用料金の還付 

指定管理者は、条例第 26 条第 2 項の規定に基づき、既納の利用料金を還付し

ないものとする。ただし、天変地異の発生等利用者の責に帰さない事由により利

用することができないときは、この限りではない。 

なお、降雨等により有料施設が利用不能となったときには、以下のとおり利用

料金を還付する。 

（ア）利用開始前の場合 全額 

（イ）利用承認時間の２分の１を経過しない場合 半額 

オ 利用料金の周知 

指定管理者は、利用料金の額等について、ホームページ等により周知すること

とする。その際、原則として、当該利用料金等の適用予定日から起算して 30 日

以上の周知期間を設けること。 

カ 利用料金の徴収 

指定管理者は、知事の承認を得た利用料金を徴収するものとする。クレジット

カード、電子マネー（ＩＣチップを用いるもの）、ＱＲコードによる利用料金の支

払を可能とすること。 

なお、手数料は指定管理者の負担とする。 

（２）占用料 
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ア 占用料の帰属 

公園の占用料（条例第 22 条）は、都の収入とする。 

イ 指定公金事務取扱者 

指定管理者は、都の収入となる占用料のうち写真撮影等に係るものの徴収事務

を行う指定公金事務取扱者となる。指定のための申出書等を提出すること。 

ウ 占用に係る許可事務と徴収事務 

指定管理者は、占用許可に係る事務を行うとともに、占用者から占用料を徴収

し、原則、当該徴収の日又は翌日（金融機関等の休業日に当たるときは、翌営業

日）に、都の指定する金融機関等に払い込むこと。 

エ 占用料の減免 

「東京都海上公園条例で規定する使用料、占用料及び利用料の減免に関する取

扱基準」に定める場合、占用料の一部又は全額を免除できる。 

オ 徴収状況の報告 

指定管理者は、徴収状況を都に報告すること。 

カ 占用料の保管方法 

徴収した占用料は、金庫に確実かつ安全に保管すること。 

キ 留意事項 

（ア）地方自治法第 243条の２第８項に基づく東京都会計管理局の検査を受けるこ

とがある。 

（イ）歳入の徴収にかかる都からの事務委託については、原則として第三者に再委

託することはできない。 

（ウ）徴収に係る事務については、地方自治法施行令及び東京都会計事務規則等の

規定に基づいて行うこと。 

 

第９ スポーツ施設の管理運営 

都立公園スポーツレクリエーション予約システム（以下「システム」という。）対

象の有料スポーツ施設（野球場、テニスコート）の管理運営は、システムの運用マニ

ュアルに従うこととする。システムの運用及び施設の管理運営に当たっては、シス

テム管理を統括する予約センターと十分に連絡調整を行うこと。 

（１）施設概要 

ア 場所及び施設数 

各公園の特記仕様書又は「都立公園スポーツレクリエーション予約システム」を 

参照。 

イ 利用時間 

「都立公園スポーツレクリエーション予約システム」を参照。 

（２）利用者対応 
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ア 利用者からの施設及びシステム等に関する問合せ、苦情対応を行うこと。 

イ 空き施設情報の掲示など、利用者サービスの向上につながる取組を積極的に実

施すること。 

ウ 適宜、巡回等により施設が適切に利用されているか確認し、必要に応じて利用

者への指導を行うこと。 

エ 利用方法や利用時間の変更、その他利用者への注意喚起を要する事項が発生し

た場合、適宜公園内において適切に案内すること。 

（３）利用促進 

ア 一部の有料運動施設においては、早朝利用を実施しており、公園毎に受付方法

を定め運営している。 

  令和７年度に実施している早朝利用は引き続き実施するとともに、施設の有効

利用を図るため、その他の施設についても早朝利用の実施及び運営方法について

積極的に検討すること。 

イ その他、利用率の低い施設については、利用促進のための取組を積極的に検討

すること。 

    

第 10 自主事業に関する留意事項 

（１）自主事業の財源を確保するために、都の許可を得た上で、物品販売、広告宣伝 

等、海上公園内で制限されている行為を伴うことができる。なお、規則に定める 

占用料等を都に支払う場合がある。 

（２）都への協議に当たっては、あらかじめ収支予定表を提出するとともに、実施後 

に収支報告を行うこと。自主事業により利益が見込まれる場合には、原則として、 

公園の利用者サービスの向上や施設の改善のために還元するものとし、収支予定 

表とあわせて計画書を提出すること。 

（３）事業計画書において提案された自主事業の可否については、都と協定を締結す 

る際にあらためて協議するものとする。 

※なお、提案された自主事業が認められない場合に、申請自体を辞退するおそれ 

がある時は、必ずその旨を事業計画書に明示すること。 

 

第 11 事業報告書の提出 

指定管理者は、年度終了後、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、速

やかに都に提出しなければならない。事業報告書の一部又は全部及び施設の管理運

営に関する収支の状況については、都において公表する。 

なお、公表用に事業報告書の内容を示す資料を別途作成することも可能とする。 

（１） 随時報告 

①指定管理者自主事業実施状況 
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②事故及び陳情・苦情等の報告 

③その他都が指示する事項 

（２）月例報告 

①施設ごとの利用状況 

②利用料金及び占用料の徴収状況 

③各種調査の実施状況 

④その他都が指示する事項 

（３）年度終了後 

①管理運営業務の実施状況報告書 

②管理経費の支出 

③決算報告 

④その他都が指示する事項 

 

第 12 管理運営状況評価の実施 

指定管理者は、各年度終了後に実施する管理運営状況評価に当たり、都から報告

や実地調査を求められた場合には、速やかに都担当者の指示に従い、誠実に対応す

ること。 

都は、評価結果についてホームページ等で公表する。 

 

第 13 その他留意事項 

（１）経理の明確化 

海上公園の管理運営業務に当たっては、指定管理者が実施する他の事業と経理

を明確に区分し、収支その他経理に関する記録等を整備すること。 

都からこれらに関する報告や実地調査を求められた場合には、速やかに都担当

者の指示に従い、誠実に対応すること。 

（２）監査への対応 

指定管理者は、地方自治法第 199条第 7項に基づく都監査事務局による監査を

受けることがある。 

都監査事務局から資料提出や報告を求められた場合には、速やかに指示に従

い、誠実に対応すること。 

（３）自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置 

公園内で心肺停止者が発生する事態に備え、各公園にＡＥＤを 1 台以上設置 

し、来園者にわかるように周知を図ること。管理運営に携わる職員等は、常時適

正に使用できるよう使用方法を修得しておくこと。 

（４）都の事業・施策への協力 

ア 都が指定管理者の統括組織又は現場管理事務所に対して必要に応じて行う、
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公園の管理運営並びに公園の現状等に関する調査又は作業の指示等を受けた場

合、当該指示等を受けた者は、指定管理者として迅速、誠実かつ積極的な対応

を行うこと。 

イ 都が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、行催事イベン

ト、要人案内、当該公園の管理に関する会議、監査・検査等）への参加・支

援・協力・実施を、積極的かつ主体的に行うこと。 

ウ 海上公園では東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴

い、ユニバーサル社会実現に向けたバリアフリー化、多言語対応等の施設整備

やサービス向上、機運を高めるための各種イベントの実施などを進めてきたと

ころである。こうした成果を次世代に継承し、発展させていくために、指定管

理者として積極的に対応すること。 

エ 公園の多機能利用等に関する都の施策に、積極的に対応すること。 

オ 東京都震災対策条例に基づく避難場所等に指定されている公園については、 

災害の発生時において必要な協力を行うこと。避難場所等については、各区市 

の防災マップ等を参照すること。 

（５）利用者の安全確保等 

指定管理者は、都に代わって公の施設の管理運営を行うに際し、利用者の安全

確保を図る必要がある。このため、大規模自然災害の発生時や危険性の高い感染

症の流行時等において、業務の継続が求められる施設がある一方、施設の安全な

利用を保証できず、通常の施設運営が困難となったときは、都の要請に応じ、又

は都との協議により、施設の全部または一部につき利用を休止し、または制限す

ることがある。 

（６）施設賠償責任保険への加入等 

施設利用中に利用者が被った損害等に対して指定管理者に責任がある場合にお

いて、指定管理者が不測の事態に対する備えを強化し当該責任を十分に果たすた

め、施設賠償責任保険に加入するなど適切に対応すること。 

（７）都と指定管理者で調整・協議を要する事項 

これまでの規定のほか、次の事項に関する事柄は、都と指定管理者が調整又は

協議を行うこと。 

ア 施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合 

イ 施設及び物件の増減等により指定期間中に管理運営内容が変更される場合 

ウ 利用者のために実費等を徴収してサービスを提供する場合 

エ その他、本共通仕様書等に記載のない事項 

（８）第三者への包括的委任の禁止 

指定管理者は、第三者に対し受託義務の包括的委任を行ってはならない。 

（９）他の管理者との連絡調整 
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管理運営を適切に行うため、公園内の他の管理者と必要な連絡調整を行うこ

と。 

（10）指定管理者の引継ぎ 

指定管理期間終了後に他の団体が引き継いで管理することとなった場合、都の

定める期間内に都が指定する者に対し、管理運営業務が円滑に継続するために必

要な引継ぎを行わなければならない。 

（11）環境負荷の低減 

    施設の管理運営業務の実施に当たっては、東京都グリーン購入ガイドに準じた 

物品等の調達を行い、環境負荷の低減に努め、次のとおり地球環境への配慮に留 

意すること。 

 ア 都が作成する環境基本計画等の実施について、都と連携・協力し、目標達成 

に向けた取組を行うこと。 

   イ 電気、ガス、水等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネルギーの徹底と 

二酸化炭素等温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑制 

し、リサイクルの推進や適性処理を図ること。 

   ウ 調達から廃棄に至るまでの物品等のライフサイクル全体について、環境負荷 

   の低減への配慮に努めること。 

   エ 電気の購入に当たっては、「ゼロエミッション都庁行動計画」において掲げ 

   た目標である「2030年度までに都有施設の使用電力を 100％再生可能エネルギ 

   ー化する」ことに向け、「東京都グリーン購入ガイド」における電気に関する基 

準に基づき、水準２の条件を満たすよう努めること。 

   オ 指定管理者は「都庁プラスチック削減方針」（令和元年６月５日 31環資計第 

   195 号）を踏まえ、指定管理者の事業運営におけるワンウェイ（使い捨て）プ 

ラスチックの削減等を行うこと。 

（12）ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進 

指定管理者は、「ＤＸ推進に向けた 5つのレス徹底方針」（令和 2 年 10 月 9  

日付 2政計計第 361号）を踏まえ、都と指定管理者、あるいは指定管理者と施

設利用者との間で行われる手続等において、ペーパーレス、ＦＡＸレス、はん

こレス、キャッシュレス、タッチレスの５つのレスを推進するとともに、利便

性・快適性の向上や公園の魅力発信のため、取組に当たっては、ＤＸを積極的

に活用すること。 

(13）情報の管理 

指定管理者は、東京都個人情報の保護に関する法律並びに東京都サイバーセ

キュリティ基本方針及び同対策基準の規定を踏まえ、管理運営業務の実施に関

して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び棄損等の防止、その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、管理運営業務の
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うち、自主事業の実施に関して知り得た個人情報は区別して管理すること。 

また、業務上知り得た個人情報について第三者へ漏らしてはならない。正当な

理由なく、又は不正な利益を図る目的で個人情報を提供又は盗用した場合は、法   

律に基づき罰則が科せられる。 

指定管理者が関係法令や個人情報保護に関する義務規定に違反し、又は義務を

怠ったときは、指定の取消や損害賠償請求等の措置を行う場合がある。 

事故発生時には速やかに都に報告すること。なお、都は、必要に応じて指定管理

者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行う場合がある。 

（14）文書の管理、情報公開 

文書の管理については、東京都公文書の管理に関する条例の趣旨にのっとり、

施設の管理に関する文書の適正な管理を行うため必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

文書の開示等情報公開については、東京都情報公開条例の規定に準じて取り扱

うこと。 

（15）ホームページ等の作成・更新 

見やすいホームページ等を作成し、公園の概要、アクセスや施設の利用方法な

ど、公園利用にかかる基本的情報やイベント情報等を掲載するとともに、公園の

魅力向上につながる広報活動を積極的に行い、利用促進を図ること。 

ホームページの作成に当たっては、スマートフォン向けサイトの提供も検討す

るとともに、総務省「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」における「5 ウ

ェブアクセシビリティ方針の策定と公開」に基づき、ウェブアクセシビリティ方

針を策定・公開し、日本工業規格「ＪＩＳ Ｘ8341-3」の適合レベル AAに準拠す

るよう努めること。適合レベル AA準拠ができない場合においても、その理由を明

らかにし、可能な限り高い目標設定をした上で、ウェブアクセシビリティ方針を

定めてホームページで公開するものとする。 

また、ホームページが提供又は保有する情報に対する外部からの不正な侵入・

改ざん等の行為（以下「不正アクセス等」という。）の防止措置をとるとともに、

不正アクセス等に対して迅速かつ適切に対処すること。 

その他、ホームページ等に関することは、別紙「東京都立海上公園の指定管理

者が作成するホームページについて」を参照すること。 

(16）ＳＮＳ等の活用 

施設や事業に関する情報を随時発信するため、X（旧 Twitter）などのＳＮＳ活

用や動画配信の活用を進めること。 

(17）法人税等について 

会社等の法人に係る都民税、事業を行うものにかかる事業所税、指定管理者が

新たに設置した償却資産にかかる固定資産税等の納税義務者となる可能性がある
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ので、都税事務所に確認すること。 

(18）東京都行政手続条例の適用 

公の施設の管理運営に当たり、施設利用の許認可等の処分を行う場合、東京都

行政手続条例が適用され、指定管理者はその範囲において行政庁として行政手続

条例に規定する責務を負う。 

(19）同一性の確認 

団体等の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名などに変更が生じる場合

は、都に対して変更を証明する書類の提出をすること。 

また、団体等の事業内容、財務内容、組織等の大幅な変更、コンソーシアムの

一部の構成員の離脱等により、指定管理者の団体としての同一性に疑義が生じた

場合、ヒアリングや実地調査等により実態の確認を行う。 

その結果、指定管理者が選定時に有していた物的・人的能力が損なわれ、選定

の前提となった仕様書や事業計画に定められた管理運営の水準を維持できない場

合等、団体としての同一性が損なわれている場合は、原則として指定を取り消す

ものとする。 

(20）事業継続が困難な場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合で、

都が指定の取消しを行った場合には、都に生じた損害は指定管理者が賠償するも

のとする。 

災害、その他不可抗力等、都及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない

事由により、事業の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合に

は、事業継続の可否について協議することとする。 

協議の結果、事業の継続が困難だと判断した場合、又は一定期間内に協議が整

わないときは、指定を取り消すものとする。 

(21）その他 

管理業務の一部を第三者に委託する契約において、暴力団関係者を排除するた

めの特約を締結すること。 


